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(57)【要約】
【課題】周辺状況と運転者の状態とに基づいて、より適
切な運転制御を実行すること。
【解決手段】車両周辺の障害物を認識する障害物認識部
（１１０）と、車両の運転者の状態を認識する状態認識
部（１６０）と、駆動力出力装置への駆動操作を受け付
ける操作子に対する前記運転者の操作を検出する操作検
出部（１３０）と、障害物と車両との関係が所定の条件
を満たす場合に、ブレーキ装置を作動させて制動力を出
力させる自動ブレーキ制御を行う制動力制御部（１７２
）と、前記自動ブレーキ制御が開始される所定時間前か
ら開始されるまでの間において、前記操作子による所定
以上の駆動操作が検出された場合に、自動ブレーキ制御
を中止させる中止制御部（１７４）と、を備え、前記中
止制御部は、前記状態認識部により前記運転者の状態が
所定の状態であると認識された場合に、自動ブレーキ制
御の中止を行わない車両制御装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両周辺の障害物を認識する障害物認識部と、
　前記車両の運転者の状態を認識する状態認識部と、
　前記車両が走行するための駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付け
る操作子に対する前記運転者の操作を検出する操作検出部と、
　前記障害物認識部により認識された障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場
合に、前記車両への制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させ
る自動ブレーキ制御を行う制動力制御部と、
　前記制動力制御部による自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまで
の間において、前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された
場合に、前記制動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止させる中止制御部と、を備え、
　前記中止制御部は、前記状態認識部により前記運転者の状態が所定の状態であると認識
された場合に、前記自動ブレーキ制御の中止を行わない、
　車両制御装置。
【請求項２】
　車両周辺の障害物を認識する障害物認識部と、
　前記車両の運転者の状態を認識する状態認識部と、
　前記車両が走行するための駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付け
る操作子に対する前記運転者の操作を検出する操作検出部と、
　前記障害物認識部により認識された障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場
合に、前記車両への制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させ
る自動ブレーキ制御を行う制動力制御部と、
　前記制動力制御部による自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまで
の間において、前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された
場合に、前記制動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止させる中止制御部と、を備え、
　前記中止制御部は、前記状態認識部により前記運転者の状態が所定の状態であると認識
されなかった場合に、前記自動ブレーキ制御を中止させる、
　車両制御装置。
【請求項３】
　前記中止制御部は、前記制動力制御部により前記自動ブレーキ制御が開始された後に、
前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記制
動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止させる、
　請求項１または２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記中止制御部は、前記自動ブレーキ制御が開始される前に、前記状態認識部により前
記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合であって、且つ、前記自動ブレーキ
制御が開始された後に、前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検
出された場合に、前記自動ブレーキ制御の中止を行わない、
　請求項１から３のうち何れか１項に記載の車両制御装置。
【請求項５】
　前記中止制御部は、前記自動ブレーキ制御が開始された後に、前記状態認識部により前
記運転者の状態が所定の状態であると認識され、且つ、前記操作検出部により前記操作子
による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記制動力制御部に前記自動ブレーキ制
御を中止させる、
　請求項１から４のうち何れか１項に記載の車両制御装置。
【請求項６】
　前記運転者を撮像する運転者撮像部を更に備え、
　前記状態認識部は、前記運転者撮像部により撮像された画像から前記運転者の表情を認
識し、認識した表情に基づいて前記運転者の状態を認識する、
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　請求項１から５のうち何れか１項に記載の車両制御装置。
【請求項７】
　前記状態認識部は、前記運転者撮像部により撮像された画像により認識された表情のパ
ターンを類型化し、前記類型化した表情のパターンに基づいて、前記運転者の状態を認識
する、
　請求項６に記載の車両制御装置。
【請求項８】
　運転者ごとの表情と状態とを対応付けた学習データを記憶する記憶部を更に備え、
　前記状態認識部は、前記運転者撮像部により撮像された画像から前記車両の運転者を特
定し、特定した運転者の表情と、前記記憶部に記憶された学習データとを照合して、特定
した運転者の状態を認識する、
　請求項６または７に記載の車両制御装置。
【請求項９】
　前記運転者の生体情報を検出する生体情報検出部を更に備え、
　前記状態認識部は、前記生体情報検出部により検出された生体情報に基づいて前記運転
者の状態を認識する、
　請求項１から８のうち何れか１項に記載の車両制御装置。
【請求項１０】
　車両制御装置が、
　車両周辺の障害物を認識し、
　前記車両の運転者の状態を認識し、
　前記車両が走行するための駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付け
る操作子に対する前記運転者の操作を検出し、
　認識された前記障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場合に、前記車両への
制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させる自動ブレーキ制御
を行い、
　前記自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間において、前記
操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記自動ブレーキ制御を中止させ
、更に前記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、前記自動ブレーキ制御
の中止を行わない、
　車両制御方法。
【請求項１１】
　車両制御装置に、
　車両周辺の障害物を認識させ、
　前記車両の運転者の状態を認識させ、
　前記車両が走行するための駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付け
る操作子に対する前記運転者の操作を検出させ、
　認識された前記障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場合に、前記車両への
制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させる自動ブレーキ制御
を行わせ、
　前記自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間において、前記
操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記自動ブレーキ制御を中止させ
、更に前記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、前記自動ブレーキ制御
の中止を行わせない、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御装置、車両制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、車両の運転者の運転操作を支援する技術が知られている。これに関連して、車両
周辺の障害物を検知し、検知した障害物と衝突する可能性があると判定された場合に、自
動ブレーキを作動させる自動ブレーキ装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
また、この自動ブレーキ装置は、運転者によるアクセル操作等の制動中止の意志が検知さ
れると、自動ブレーキの作動を中止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２１４７６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では、運転者が障害物の接近を認識していながら、誤ってア
クセル操作を行ってしまうと、意図せず自動ブレーキの作動が中止されたり、自動ブレー
キが作動しない場合があるため、適切な運転制御が行われない場合があった。
【０００５】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、周辺状況と運転者の状態と
に基づいて、より適切な運転制御を実行することができる車両制御装置、車両制御方法、
及びプログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る車両制御装置、車両制御方法、及びプログラムは、以下の構成を態様し
た。
　（１）：この発明の一態様に係る車両制御装置は、車両周辺の障害物を認識する障害物
認識部と、前記車両の運転者の状態を認識する状態認識部と、前記車両が走行するための
駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付ける操作子に対する前記運転者
の操作を検出する操作検出部と、前記障害物認識部により認識された障害物と前記車両と
の関係が所定の条件を満たす場合に、前記車両への制動力を出力可能なブレーキ装置を作
動させて前記制動力を出力させる自動ブレーキ制御を行う制動力制御部と、前記制動力制
御部による自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間において、
前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記制
動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止させる中止制御部と、を備え、前記中止制御部
は、前記状態認識部により前記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、前
記自動ブレーキ制御の中止を行わない、車両制御装置である。
【０００７】
　（２）：この発明の一態様に係る車両制御装置は、車両周辺の障害物を認識する障害物
認識部と、前記車両の運転者の状態を認識する状態認識部と、前記車両が走行するための
駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付ける操作子に対する前記運転者
の操作を検出する操作検出部と、前記障害物認識部により認識された障害物と前記車両と
の関係が所定の条件を満たす場合に、前記車両への制動力を出力可能なブレーキ装置を作
動させて前記制動力を出力させる自動ブレーキ制御を行う制動力制御部と、前記制動力制
御部による自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間において、
前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記制
動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止させる中止制御部と、を備え、前記中止制御部
は、前記状態認識部により前記運転者の状態が所定の状態であると認識されなかった場合
に、前記自動ブレーキ制御を中止させる、車両制御装置。
【０００８】
　（３）：上記（１）または（２）において、前記中止制御部は、前記制動力制御部によ
り前記自動ブレーキ制御が開始された後に、前記操作検出部により前記操作子による所定
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以上の駆動操作が検出された場合に、前記制動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止さ
せるものである。
【０００９】
　（４）：上記（１）～（３）のうち何れか一つにおいて、前記中止制御部は、前記自動
ブレーキ制御が開始される前に、前記状態認識部により前記運転者の状態が所定の状態で
あると認識された場合であって、且つ、前記自動ブレーキ制御が開始された後に、前記操
作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記自動ブレ
ーキ制御の中止を行わないものである。
【００１０】
　（５）：上記（１）～（４）のうち何れか一つにおいて、前記中止制御部は、前記自動
ブレーキ制御が開始された後に、前記状態認識部により前記運転者の状態が所定の状態で
あると認識され、且つ、前記操作検出部により前記操作子による所定以上の駆動操作が検
出された場合に、前記制動力制御部に前記自動ブレーキ制御を中止させるものである。
【００１１】
　（６）：上記（１）～（５）のうち何れか一つにおいて、前記運転者を撮像する運転者
撮像部を更に備え、前記状態認識部は、前記運転者撮像部により撮像された画像から前記
運転者の表情を認識し、認識した表情に基づいて前記運転者の状態を認識するものである
。
【００１２】
　（７）：上記（６）において、前記状態認識部は、前記運転者撮像部により撮像された
画像により認識された表情のパターンを類型化し、前記類型化した表情のパターンに基づ
いて、前記運転者の状態を認識するものである。
【００１３】
　（８）：上記（６）または（７）において、運転者ごとの表情と状態とを対応付けた学
習データを記憶する記憶部を更に備え、前記状態認識部は、前記運転者撮像部により撮像
された画像から前記車両の運転者を特定し、特定した運転者の表情と、前記記憶部に記憶
された学習データとを照合して、特定した運転者の状態を認識するものである。
【００１４】
　（９）：上記（１）～（８）のうち何れか一つにおいて、前記運転者の生体情報を検出
する生体情報検出部を更に備え、前記状態認識部は、前記生体情報検出部により検出され
た生体情報に基づいて前記運転者の状態を認識するものである。
【００１５】
　（１０）：この発明の一態様に係る車両制御方法は、車両制御装置が、車両周辺の障害
物を認識し、前記車両の運転者の状態を認識し、前記車両が走行するための駆動力を出力
可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付ける操作子に対する前記運転者の操作を検出
し、認識された前記障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場合に、前記車両へ
の制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させる自動ブレーキ制
御を行い、前記自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間におい
て、前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記自動ブレーキ制御を
中止させ、更に前記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、前記自動ブレ
ーキ制御の中止を行わない、車両制御方法である。
【００１６】
　（１１）：この発明の一態様に係るプログラムは、車両制御装置に、車両周辺の障害物
を認識させ、前記車両の運転者の状態を認識させ、前記車両が走行するための駆動力を出
力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付ける操作子に対する前記運転者の操作を検
出させ、認識された前記障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場合に、前記車
両への制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させる自動ブレー
キ制御を行わせ、前記自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間
において、前記操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記自動ブレーキ
制御を中止させ、更に前記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、前記自
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動ブレーキ制御の中止を行わせない、プログラムである。
【発明の効果】
【００１７】
　（１）～（１１）によれば、周辺状況と運転者の状態とに基づいて、より適切な運転制
御を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態に係る車両制御装置を利用した車両システム１の構成図である。
【図２】接触可能性判定部１５０の処理について説明するための図である。
【図３】自動ブレーキ制御の第１の制御パターンを説明するための図である。
【図４】自動ブレーキ制御の第２の制御パターンを説明するための図である。
【図５】自動ブレーキ制御の第３の制御パターンを説明するための図である。
【図６】自動ブレーキ制御の第４の制御パターンを説明するための図である。
【図７】自動ブレーキ制御の第５の制御パターンを説明するための図（その１）である。
【図８】自動ブレーキ制御の第５の制御パターンを説明するための図（その２）である。
【図９】実施形態の運転制御装置１００により実行される処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図１０】運転者が焦り状態となったタイミングに基づく自動ブレーキ制御処理の流れを
示すフローチャートである。
【図１１】実施形態の運転制御装置１００のハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照し、本発明の車両制御装置、車両制御方法、およびプログラムの実施
形態について説明する。
【００２０】
　［全体構成］
　図１は、実施形態に係る車両制御装置を利用した車両システム１の構成図である。車両
システム１が搭載される車両は、例えば、二輪や三輪、四輪等の車両であり、その駆動源
は、ディーゼルエンジンやガソリンエンジン等の内燃機関、電動機、或いはこれらの組み
合わせである。電動機は、内燃機関に連結された発電機による発電電力、或いは二次電池
や燃料電池の放電電力を使用して動作する。
【００２１】
　車両システム１は、例えば、カメラ１０と、レーダ装置１２と、ファインダ１４と、物
体認識装置１６と、通信装置２０と、ＨＭＩ（Human Machine Interface）３０と、車両
センサ４０と、車室内カメラ５０と、生体情報検出センサ６０と、運転操作子８０と、運
転制御装置１００と、走行駆動力出力装置２００と、ブレーキ装置２１０と、ステアリン
グ装置２２０とを備える。これらの装置や機器は、ＣＡＮ（Controller Area Network）
通信線等の多重通信線やシリアル通信線、無線通信網等によって互いに接続される。なお
、図１に示す構成はあくまで一例であり、構成の一部が省略されてもよいし、更に別の構
成が追加されてもよい。また、車室内カメラ５０、生体情報検出センサ６０、および運転
制御装置１００を合わせたものが、「車両制御装置」の一例である。車室内カメラ５０は
、「運転者撮像部」の一例である。生体情報検出センサ６０は、「生体情報検出部」の一
例である。
【００２２】
　カメラ１０は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary
 Metal Oxide Semiconductor）等の固体撮像素子を利用したデジタルカメラである。カメ
ラ１０は、車両システム１が搭載される車両（以下、自車両Ｍ）の任意の箇所に取り付け
られる。前方を撮像する場合、カメラ１０は、フロントウインドシールド上部やルームミ
ラー裏面等に取り付けられる。カメラ１０は、例えば、周期的に繰り返し自車両Ｍの周辺
を撮像する。カメラ１０は、ステレオカメラであってもよい。
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【００２３】
　レーダ装置１２は、自車両Ｍの周辺にミリ波等の電波を放射するとともに、物体によっ
て反射された電波（反射波）を検出して少なくとも物体の位置（距離および方位）を検出
する。レーダ装置１２は、自車両Ｍの任意の箇所に取り付けられる。レーダ装置１２は、
ＦＭ－ＣＷ（Frequency Modulated Continuous Wave）方式によって物体の位置および速
度を検出してもよい。
【００２４】
　ファインダ１４は、ＬＩＤＡＲ（Light Detection and Ranging）である。ファインダ
１４は、自車両Ｍの周辺に光を照射し、散乱光を測定する。ファインダ１４は、発光から
受光までの時間に基づいて、対象までの距離を検出する。照射される光は、例えば、パル
ス状のレーザー光である。ファインダ１４は、自車両Ｍの任意の箇所に取り付けられる。
【００２５】
　物体認識装置１６は、カメラ１０、レーダ装置１２、およびファインダ１４のうち一部
または全部による検出結果に対してセンサフュージョン処理を行って、物体の位置、種類
、速度等を認識する。物体認識装置１６は、認識結果を運転制御装置１００に出力する。
物体認識装置１６は、カメラ１０、レーダ装置１２、およびファインダ１４の検出結果を
そのまま運転制御装置１００に出力してよい。車両システム１から物体認識装置１６が省
略されてもよい。カメラ１０は、通常の画像を撮像するものの他、物体の表面温度の変化
を撮像する赤外線カメラを含む。カメラ１０に備わる機能によって通常の撮像と赤外線撮
像に切り替えるものであってもよい。
【００２６】
　通信装置２０は、例えば、セルラー網やＷｉ－Ｆｉ網、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、ＤＳＲＣ（Dedicated Short Range Communication）等を利用して、自車両Ｍの周辺
に存在する他車両と通信し、或いは無線基地局を介して各種サーバ装置と通信する。
【００２７】
　ＨＭＩ３０は、自車両Ｍの乗員に対して各種情報を提示するとともに、乗員による入力
操作を受け付ける。ＨＭＩ３０は、各種表示装置、スピーカ、ブザー、タッチパネル、ス
イッチ、キー、車室内に設けられた発光装置等を含む。また、ＨＭＩ３０には、例えば、
所定の運転支援に関する制御を開始したり、終了させるための乗員による自車両Ｍの走行
時の目標速度の設定を受け付けるスイッチ等が含まれる。ＨＭＩ３０の構成の一部は、運
転操作子８０（例えば、ステアリングホイール８６）に設けられていてもよい。
【００２８】
　車両センサ４０は、自車両Ｍの速度を検出する車速センサ、加速度を検出する加速度セ
ンサ、鉛直軸回りの角速度を検出するヨーレートセンサ、自車両Ｍの向きを検出する方位
センサ等を含む。加速度は、例えば、自車両Ｍの進行方向に関する縦加速度または自車両
Ｍの横方向に対する横加速度の少なくとも一方を含む。
【００２９】
　車室内カメラ５０は、例えば、自車両Ｍの車室内に設置されたシートに着座する乗員の
顔を含む画像を撮像する。乗員とは、例えば、運転席に着座する乗員（以下、運転者）で
あるが、これに加えて助手席や後部座席に着座する乗員（同乗者）でもよい。車室内カメ
ラ５０は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal
 Oxide Semiconductor）等の固体撮像素子を利用したデジタルカメラである。車室内カメ
ラ５０は、例えば、所定のタイミングで乗員を撮像する。車室内カメラ５０の撮像画像は
、運転制御装置１００に出力される。
【００３０】
　生体情報検出センサ６０は、運転者の生体情報を検出する。生体情報検出センサ６０に
は、例えば、心拍センサ、発汗センサ、筋電センサ、脳波センサ、脳血流センサが含まれ
る。心拍センサまたは発汗センサは、例えば、ステアリングホイール８６に設けられ、運
転者が運転中にステアリングホイール８６を把持することにより、心拍センサより心拍数
が検出され、発汗センサにより発汗量が検出される。また、心拍センサは、運転者が着座
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するシートに設けられていてもよい。また、筋電センサ、脳波センサ、および脳血流セン
サは、運転者の所定の部位（例えば、頭部または皮膚）に着脱自在に設けられる。筋電セ
ンサは、運転中における運転者の筋肉で発生する微弱な電場の変化を検出する。脳波セン
サは、運転中における運転者の脳波を検出する。脳血流センサは、運転中における運転者
の脳の血流の変化を検出する。なお、脳血流センサは、頭部の表面に所定の光を照射する
光源と、それを受光する受光センサを備えた非接触のセンサであってもよい。
【００３１】
　運転操作子８０は、例えば、アクセルペダル８２、ブレーキペダル８４、ステアリング
ホイール８６を含む。また、運転操作子８０は、シフトレバー、異形ステア、ジョイステ
ィックその他の操作子を含んでもよい。運転操作子８０には、操作量あるいは操作の有無
を検出するセンサが取り付けられており、その検出結果は、運転制御装置１００、もしく
は、走行駆動力出力装置２００、ブレーキ装置２１０、およびステアリング装置２２０の
うち一部または全部に出力される。例えば、アクセルペダル８２には、運転者による自車
両Ｍの加速指示を受け付けるアクセル開度センサが取り付けられ、アクセル開度センサに
よってアクセルペダル８２の操作量（アクセル開度）が検出される。また、ブレーキペダ
ル８４には、運転者による自車両Ｍの減速または停止指示を受け付けるブレーキ踏量セン
サが取り付けられ、ブレーキ踏量センサによってブレーキペダル８４の操作量（ブレーキ
踏量）が検出される。また、ステアリングホイール８６には、運転者による自車両Ｍの操
舵指示を受け付ける操舵センサが取り付けられ、操舵センサによってステアリングホイー
ル８６の操作量（操舵角や操舵トルクの制御量）が検出される。
【００３２】
　運転制御装置１００の説明に先立って、走行駆動力出力装置２００、ブレーキ装置２１
０、およびステアリング装置２２０を説明する。走行駆動力出力装置２００は、自車両Ｍ
が走行するための走行駆動力（トルク）を駆動輪に出力する。走行駆動力出力装置２００
は、例えば、内燃機関、電動機、および変速機等の組み合わせと、これらを制御するパワ
ーＥＣＵ（Electronic Control Unit）とを備える。パワーＥＣＵは、運転制御装置１０
０から入力される情報、或いはアクセルペダル８２から入力される情報に従って、上記の
構成を制御する。
【００３３】
　ブレーキ装置２１０は、例えば、ブレーキキャリパーと、ブレーキキャリパーに油圧を
伝達するシリンダと、シリンダに油圧を発生させる電動モータと、ブレーキＥＣＵとを備
える。ブレーキＥＣＵは、運転制御装置１００から入力される情報（ブレーキ圧）、或い
はブレーキペダル８４から入力される情報（ブレーキ踏量）に従って電動モータを制御し
、制動操作に応じた制動力（ブレーキトルク）が各車輪に出力されるようにする。ブレー
キ装置２１０は、ブレーキペダル８４の操作によって発生させた油圧を、マスターシリン
ダを介してシリンダに伝達する機構をバックアップとして備えてよい。なお、ブレーキ装
置２１０は、上記説明した構成に限らず、運転制御装置１００から入力される情報に従っ
てアクチュエータを制御して、マスターシリンダの油圧をシリンダに伝達して制動力を各
車輪に出力させる電子制御式油圧ブレーキ装置であってもよい。
【００３４】
　ステアリング装置２２０は、例えば、ステアリングＥＣＵと、電動モータとを備える。
電動モータは、例えば、ラックアンドピニオン機構に力を作用させて転舵輪の向きを変更
する。ステアリングＥＣＵは、運転制御装置１００から入力される情報、或いはステアリ
ングホイール８６から入力される情報に従って、電動モータを駆動し、転舵輪の向きを変
更させる。
【００３５】
　［運転制御装置の機能］
　運転制御装置１００は、例えば、外界認識部１１０と、自車位置認識部１２０と、操作
検出部１３０と、走行制御部１４０と、接触可能性判定部１５０と、運転者状態認識部１
６０と、運転支援制御部１７０と、記憶部１８０とを備える。記憶部１８０を除く各構成
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要素は、それぞれ、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等のハードウェアプロ
セッサがプログラム（ソフトウェア）を実行することにより実現される。また、これらの
構成要素のうち一部または全部は、ＬＳＩ（Large Scale Integration）やＡＳＩＣ（App
lication Specific Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate Array
）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）等のハードウェア（回路部；circuitryを含む
）によって実現されてもよいし、ソフトウェアとハードウェアの協働によって実現されて
もよい。プログラムは、予め運転制御装置１００の記憶部１８０に格納されていてもよい
し、ＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭ等の着脱可能な記憶媒体に格納されており、記憶媒体がドライ
ブ装置（不図示）に装着されることで運転制御装置１００の記憶部１８０にインストール
されてもよい。外界認識部１１０は、「障害物認識部」の一例である。また、運転者状態
認識部１６０は、「状態認識部」の一例である。
【００３６】
　外界認識部１１０は、カメラ１０、レーダ装置１２、およびファインダ１４から物体認
識装置１６を介して入力された情報に基づいて、自車両Ｍの周辺状況を認識する。具体的
には、外界認識部１１０は、自車両Ｍの周辺に存在する物体の位置、および速度、加速度
等の状態を認識する。物体には、例えば、交通参加者、他車両等の移動体、ガードレール
、電柱、および工事箇所等の障害物が含まれる。交通参加者とは、例えば、交通参加者に
は、例えば、歩行者、自転車が含まれる。物体の位置は、例えば、自車両Ｍの代表点（重
心や駆動軸中心等）を原点とした絶対座標上の位置として認識され、制御に使用される。
物体の位置は、その物体の重心やコーナー等の代表点で表されてもよいし、表現された領
域で表されてもよい。物体が他車両である場合、物体の「状態」とは、物体の加速度やジ
ャーク、或いは「行動状態」（例えば車線変更をしている、またはしようとしているか否
か）を含んでもよい。また、物体が、歩行者である場合、物体の「状態」とは、物体が移
動する向き、或いは「行動状態」（例えば、道路を横断している、またはしようとしてい
るか否か）を含んでもよい。
【００３７】
　また、外界認識部１１０は、カメラ１０、レーダ装置１２、およびファインダ１４から
物体認識装置１６を介して入力された情報に基づいて、自車両Ｍの周辺の道路環境（例え
ば、道路形状、道路傾斜、カーブ路、交差点、信号機、中央分離帯）等を認識する。また
、外界認識部１１０は、自車位置認識部１２０により認識された自車両Ｍの位置情報に基
づいて、記憶部１８０等に記憶された地図情報（不図示）を参照し、位置情報に対応付け
られた道路環境の情報を取得してもよい。
【００３８】
　自車位置認識部１２０は、ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）受信機（
不図示）によりＧＮＳＳ衛星から受信した信号に基づいて、自車両Ｍの位置を特定する。
自車両Ｍの位置は、車両センサ４０の出力を利用したＩＮＳ（Inertial Navigation Syst
em）によって特定または補完されてもよい。また、自車位置認識部１２０は、例えば、自
車両Ｍが走行している車線（走行車線）、並びに走行車線に対する自車両Ｍの相対位置お
よび姿勢を認識する。自車位置認識部１２０は、例えば、カメラ１０によって撮像された
画像から道路の区画線を認識し、認識した区画線の中で自車両Ｍに最も近い２本の区画線
により区画された車線を走行車線（自車線）として認識する。そして、自車位置認識部１
２０は、認識した走行車線に対する自車両Ｍの位置や姿勢を認識する。
【００３９】
　そして、自車位置認識部１２０は、自車両Ｍの基準点（例えば重心）の走行車線中央か
らの乖離、および自車両Ｍの進行方向の走行車線中央を連ねた線に対してなす角度を、走
行車線に対する自車両Ｍの相対位置および姿勢として認識する。なお、これに代えて、自
車位置認識部１２０は、走行車線の何れかの側端部に対する自車両Ｍの基準点の位置等を
、走行車線に対する自車両Ｍの相対位置として認識してもよい。
【００４０】
　また、自車位置認識部１２０は、認識された自車両Ｍの位置および速度と、外界認識部
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１１０に認識された他車両またはその他の物体との位置および速度とに基づいて、自車両
Ｍと、他車両またはその他の物体との相対距離および相対速度を認識してもよい。
【００４１】
　また、自車位置認識部１２０は、例えば、自車線に隣接する隣接車線を認識してよい。
例えば、自車位置認識部１２０は、自車線の区画線の次に自車両Ｍに近い区画線と、自車
線の区画線との間の領域を隣接車線として認識する。
【００４２】
　操作検出部１３０は、運転操作子８０に対する運転者の操作を検出する。例えば、操作
検出部１３０は、アクセルペダル８２に対する所定のアクセル開度以上のアクセル操作や
、ブレーキペダル８４に対する所定の踏量以上のブレーキ操作、ステアリングホイール８
６に対する所定の操舵角以上の操舵操作を検出する。また、操作検出部１３０は、上述し
たアクセル操作やブレーキ操作、操舵操作を所定時間以上継続して検出した場合に、運転
者の操作として検出してもよい。
【００４３】
　走行制御部１４０は、操作検出部１３０により検出された運転者による運転操作子８０
への操作に基づいて、走行駆動力出力装置２００、ブレーキ装置２１０、およびステアリ
ング装置２２０を作動させて、自車両Ｍの走行を制御する。
【００４４】
　接触可能性判定部１５０は、外界認識部１１０により認識された障害物と自車両Ｍとが
接触する可能性があるか否かを認識する。例えば、接触可能性判定部１５０は、自車両Ｍ
の位置、車速、障害物との距離、障害物の位置、速度、予測移動軌跡等の各要素に基づい
て、障害物との接触可能性を総合的に判定する。図２は、接触可能性判定部１５０の処理
について説明するための図である。図２の例において、自車両Ｍは、車線Ｌ１を車速ＶＭ
で走行し、障害物の一例である他車両ｍ１は、車線Ｌ２から車線Ｌ１へ車速ｖｍ１で左折
するものとする。例えば、接触可能性判定部１５０は、外界認識部１１０によって検知さ
れた他車両ｍ１と、自車両Ｍとの接触可能性として、例えば、自車両Ｍの予測移動軌跡Ｋ
１および他車両ｍ１の予測移動軌跡Ｋ２とを推定し、推定した各予測移動軌跡に沿って移
動する自車両Ｍと他車両ｍ１との相対距離および相対速度とを用いて、接触余裕時間ＴＴ
Ｃ（＝相対距離／相対速度）を導出する。そして、接触可能性判定部１５０は、導出した
接触余裕時間ＴＴＣと、所定の判定閾値とを比較し、接触余裕時間ＴＴＣが閾値未満であ
る場合には、接触する可能性があると判定し、閾値以上である場合には、接触する可能性
がないと判定する。接触可能性判定部１５０は、所定のタイミングで障害物と自車両Ｍと
の接触可能性を繰り返し判定する。また、接触可能性判定部１５０は、上述した合流車両
との接触可能性判定だけでなく、自車両Ｍの前を走行する前走車両や自車両Ｍの前方を横
断する歩行者等との接触可能性を判定してもよい。
【００４５】
　運転者状態認識部１６０は、自車両Ｍの運転者の状態を認識する。例えば、運転者状態
認識部１６０は、車室内カメラ５０により撮像された画像から運転者の顔の特徴情報を抽
出し、抽出された特徴情報に基づいて、運転者の表情を認識する。特徴情報とは、例えば
、目、眉、口等の所定の部位の位置や変化量を含む情報である。また、運転者の表情には
、例えば、「驚き（Surprise）」、「恐怖（Fear）」、「怒り（Anger）」、「嫌悪（Dis
gust）」、「悲しみ（Sadness）」、「喜び（Happiness）」が含まれる。例えば、運転者
状態認識部１６０は、予め表情のパターンを上述した６個のパターン（驚き、恐怖、怒り
、嫌悪、悲しみ、喜び）に類型化し、類型化した表情のパターンと特徴情報とを照合する
ことで、運転者の表情と特定する。
【００４６】
　そして、運転者状態認識部１６０は、特定された運転者の表情から、運転者が所定の状
態であることを認識する。所定の状態とは、例えば、運転者の焦り状態である。焦り状態
とは、例えば、運転者が障害物と自車両Ｍとが接触する可能性が高いと認識した状態や、
自車両Ｍの挙動が、運転者が意図して行った操作とは異なる挙動となった場合に起こり得
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る運転者の状態を示すものである。運転者状態認識部１６０は、例えば、運転者の表情が
、障害物と自車両Ｍとが接触する可能性があると感じたときの「恐怖」の表情や、誤作動
のときの「驚き」の表情である場合に、運転者が焦り状態であると認識する。また、運転
者状態認識部１６０は、運転者の表情が「恐怖」または「驚き」の表情でない場合に、運
転者が焦り状態ではないと認識してもよい。
【００４７】
　また、運転者状態認識部１６０は、上述した表情に代えて（または加えて）、生体情報
検出センサ６０により検出された運転者の生体情報に基づいて、運転者の状態が焦り状態
であることを認識してもよい。例えば、心拍数センサにより検出された心拍数または心拍
数の変化量が閾値以上である場合や、発汗センサにより検出された発汗量が閾値以上であ
る場合に、運転者が焦り状態であると認識してもよい。また、筋電センサにより検出され
た電場の変化量や、脳血流センサにより検出された血流の変化量が閾値以上である場合に
、運転者が焦り状態であると認識してもよい。また、脳波センサにより検出された脳波が
、焦り状態時における脳波と類似度が高い（閾値以上）である場合に、運転者が焦り状態
であると認識してもよい。また、運転者状態認識部１６０は、運転者の表情による状態認
識結果と、生体情報検出センサ６０により検出された生体情報に基づく状態認識結果とを
組み合わせることで、運転者の状態を、より精度よく認識することができる。
【００４８】
　また、運転者状態認識部１６０は、予め運転者ごとに、表情や生体情報と、運転者の状
態との関係を、統計処理や機械学習等により学習した学習データ１８２を記憶部１８０に
記憶しておき、運転者の表情や生体情報検出センサによる検出結果と、学習データ１８２
とを照合することにより、運転者の状態を認識してもよい。また、学習データ１８２には
、運転者ごとに、特徴情報と表情との関係を学習した学習データが含まれていてもよい。
この場合、運転者状態認識部１６０は、車室内カメラ５０により撮影された画像から取得
した運転者の特徴情報と、学習データ１８２とを照合することにより、より精度よく運転
者の表情を認識することができる。
【００４９】
　運転者状態認識部１６０は、学習データ１８２を、通信装置２０を介してサーバ装置（
　不図示）等から取得してもよく、またサーバ装置に記憶された学習データを参照して、
運転者の表情や生体情報検出センサによる検出結果に合致する運転者の状態を認識しても
よい。これにより、運転者ごとの状態を、より精度よく認識することができる。
【００５０】
　運転支援制御部１７０は、例えば、制動力制御部１７２と、中止制御部１７４とを備え
る。制動力制御部１７２は、接触可能性判定部１５０により自車両Ｍと障害物とが接触す
る可能性があると判定された場合に、運転者によるブレーキペダル８４の操作に依らずに
、自車両Ｍを減速または停止させるようにブレーキ装置２１０を作動させて制動力を出力
させたり、中止制御部１７４による中止制御によりブレーキ装置２１０の作動を中止させ
る自動ブレーキ制御を行う。実施形態における自動ブレーキ制御には、例えば、障害物と
の接触被害軽減におけるブレーキ制御や、自車両Ｍの誤発進を抑制するブレーキ制御が含
まれる。制動力制御部１７２の機能の詳細については後述する。
【００５１】
　中止制御部１７４は、自動ブレーキ制御が開始される所定時間前以降に、操作検出部１
３０により運転操作子８０への操作が検出された場合に、制動力制御部１７２により自動
ブレーキ制御を中止させる。更に、中止制御部１７４は、運転者状態認識部１６０により
運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、制動力制御部１７２による自動ブ
レーキ制御の中止を行わない。中止制御部１７４の機能の詳細については後述する。
【００５２】
　記憶部１８０は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically
 Erasable and Programmable Read Only Memory）、ＨＤＤ等の不揮発性の記憶装置と、
ＲＡＭ（Random Access Memory）、レジスタ等の揮発性の記憶装置によって実現される。
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記憶部１８０には、例えば、学習データ１８２、その他の情報が格納される。
【００５３】
　［制動力制御部および中止制御部の機能］
　次に、制動力制御部１７２および中止制御部１７４の機能の詳細について説明する。な
お、以下では、主に、運転者状態認識部１６０による運転者の状態が焦り状態であるか否
か、または焦り状態であるタイミングに基づく自動ブレーキ制御の内容を、幾つかのパタ
ーンに分けて説明する。
【００５４】
　＜第１の制御パターン＞
　第１の制御パターンは、運転者状態認識部１６０により運転者が焦り状態ではないと認
識され、且つ、アクセル開度が閾値以上となる前に自動ブレーキ制御が実行される制御パ
ターンを示すものである。図３は、自動ブレーキ制御の第１の制御パターンを説明するた
めの図である。図３の例において、横軸は時間Ｔを示し、縦軸は接触可能性判定部１５０
による判定結果、自動ブレーキ制御の実行状態（ＯＮ、ＯＦＦ）、ブレーキ装置２１０へ
のブレーキ圧、アクセルペダル８２のアクセル開度、および運転者の焦り判定結果（ＯＮ
、ＯＦＦ）を示している。
【００５５】
　第１の制御パターンにおいて、走行制御部１４０は、時間Ｔ０から運転者による閾値未
満のアクセル操作に基づいて、自車両Ｍを走行させる。走行開始後、接触可能性判定部１
５０は、自車両Ｍと障害物との接触可能性を判定する。ここで、時間Ｔ１～Ｔ２の区間に
おいて、障害物障害物との接触可能性が徐々に高くなり、時間Ｔ２において障害物との接
触可能性があると判定されたものとする。この場合、制動力制御部１７２は、自動ブレー
キ制御を開始し（図中、ＯＮ状態）、自車両Ｍを減速または停止させるために、ブレーキ
装置２１０のブレーキ圧を大きくする。
【００５６】
　また、ブレーキ圧が最大値（ＭＡＸ）の状態が時間Ｔ３～Ｔ４まで継続された後、運転
者によるアクセル操作により時間Ｔ５においてアクセル開度が閾値以上となったとする。
この場合、中止制御部１７４は、制動力制御部１７２に自動ブレーキ制御を中止させ（図
中、ＯＦＦ状態）、時間Ｔ６でブレーキ圧が０となるように制御された後、アクセル操作
に対する走行制御が行われる。
【００５７】
　このように、第１の制御パターンによれば、運転者が焦り状態ではなく、アクセルペダ
ル８２のアクセル開度が閾値未満である場合であって、且つ、自車両Ｍと障害物とが接触
可能性がある場合に、自動ブレーキ制御を開始し、その後、アクセル開度が閾値以上にな
るまでアクセル操作が行われた場合に、制動力制御部１７２に自動ブレーキ制御を中止さ
せることができる。また、第１の制御パターンによれば、運転者は焦り状態ではなく、ア
クセル操作を行っているため、誤操作していないものと推定することができ、結果として
操作内容に基づく適切な運転制御を実行することができる。
【００５８】
　＜第２の制御パターン＞
　第２の制御パターンは、運転者状態認識部１６０により運転者が焦り状態であると認識
され、且つ、アクセル開度が閾値以上となる前に自動ブレーキ制御が実行される制御パタ
ーンを示すものである。図４は、自動ブレーキ制御の第２の制御パターンを説明するため
の図である。図４の例において、横軸および縦軸は、図３の同様の内容を示している。ま
た、図４に示す第２の制御パターンでは、第１の制御パターンと対比して説明するため、
図３の時間Ｔ０～Ｔ６を示すものとする。また、以下では、主に第１の制御パターンと異
なる部分を中心に説明する。以降の制御パターンを説明する図面についても同様とする。
【００５９】
　第２の制御パターンにおいて、運転者状態認識部１６０は、制動力制御部１７２により
自動ブレーキ制御が開始される所定時間前（図中、時間Ｔａ）において、運転者が焦り状
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態であると判定する（図中、ＯＮ状態）。この場合、中止制御部１７４は、時間Ｔ５にお
いて、運転者のアクセル操作によるアクセル開度が閾値以上となった場合であっても、自
動ブレーキ制御の中止制御を行わずに、自車両Ｍを減速または停止させるためのブレーキ
圧を付加した状態を継続させる。このように、第２の制御パターンによれば、運転中にお
ける運転者の状態に基づいて、運転者が、自動ブレーキ制御の開始後に、誤ってアクセル
操作を行ってしまったと推定される場合（言い換えると、アクセルペダル８２とブレーキ
ペダル８４とを誤って操作したと推定される場合）に、自動ブレーキ制御を継続させるこ
とができる。
【００６０】
　＜第３の制御パターン＞
　第３の制御パターンは、運転者状態認識部１６０により運転者が焦り状態ではないと認
識され、且つ、接触可能性判定部１５０により自車両Ｍと障害物とが接触する可能性があ
ると判定される前に、アクセル開度が閾値以上となった場合の自動ブレーキ制御の制御パ
ターンを示すものである。図５は、自動ブレーキ制御の第３の制御パターンを説明するた
めの図である。
【００６１】
　第３の制御パターンにおいて、走行制御部１４０は、時間Ｔ０から運転者による閾値未
満のアクセル操作に基づいて、自車両Ｍを走行させる。接触可能性判定部１５０は、自車
両Ｍと障害物との接触可能性を判定する。ここで、第３の制御パターンでは、接触可能性
があると判定される時間Ｔ２よりも所定時間前のタイミング（例えば、時間Ｔｂ）で、ア
クセル開度が閾値以上になっている。この場合、中止制御部１７４は、制動力制御部１７
２により自動ブレーキ制御を中止させる。そのため、時間Ｔ２以降においても自動ブレー
キ制御が実行されない。このように、第３の制御パターンによれば、運転者の焦り状態が
認識されていないため、運転者のアクセル操作が誤操作ではないと推定することができる
ため、より適切な運転制御を実行することができる。
【００６２】
　＜第４の制御パターン＞
　第４の制御パターンは、第３の制御パターンにおいて、アクセル開度が閾値以上となる
時間Ｔｂよりも所定時間前のタイミングで運転者状態認識部１６０により運転者が焦り状
態であると認識された場合の自動ブレーキ制御の制御パターンを示すものである。図６は
、自動ブレーキ制御の第４の制御パターンを説明するための図である。
【００６３】
　第４の制御パターンにおいて、運転者状態認識部１６０は、アクセル開度が閾値以上と
なる時間Ｔｂよりも所定時間前のタイミング（例えば、時間Ｔｃ）において、運転者が焦
り状態であると認識する。この焦り状態は、ブレーキ操作と間違えてアクセル操作が行わ
れたために生じた焦りであると推定される。したがって、制動力制御部１７２は、接触可
能性判定部１５０により接触可能性があると判定された時間Ｔ２のタイミング、または時
間Ｔ２よりも前のタイミングで自動ブレーキ制御を開始し、ブレーキ圧を最大値まで上昇
させて自車両Ｍを減速または停止させる制御を行う。このように、第４の制御パターンに
よれば、運転中における運転者の焦り状態を認識することにより、例えば、運転者が、自
動ブレーキ制御の開始前に、誤ってアクセル操作を行ってしまったと推定される場合に、
自動ブレーキ制御を開始させることができる。
【００６４】
　＜第５の制御パターン＞
　第５の制御パターンは、運転者が焦り状態となるタイミングに基づく自動ブレーキ制御
の制御パターンを示すものである。図７および図８は、自動ブレーキ制御の第５の制御パ
ターンを説明するための図（その１、その２）である。図７の例では、制動力制御部１７
２により自動ブレーキ制御が開始される前に、運転者状態認識部１６０により運転者の焦
り状態が判定された場合を示している。制動力制御部１７２は、接触可能性判定部１５０
により接触可能性があると判定された場合に、自動ブレーキ制御を作動し、ブレーキ圧を
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最大値まで増加させる。その後、時間Ｔｄにおいて運転者によるアクセル操作によりアク
セル開度が増加し、時間Ｔ５においてアクセル開度が閾値以上となった場合であっても、
中止制御部１７４は、自動ブレーキ制御の中止制御を行わずに、自動ブレーキ制御を継続
させる。
【００６５】
　なお、第５の制御パターンでは、図７の例に示すように、時間Ｔ６において、運転者状
態認識部１６０により運転者が焦り状態ではないと認識され、運転者のアクセル操作によ
るアクセル開度が閾値未満になった場合に、中止制御部１７４は、制動力制御部１７２に
より自動ブレーキ制御を中止させ、時間Ｔｆまでの間にブレーキ圧を０にする制御を行っ
てもよい。なお、図７の例では、時間Ｔｆにおいて、アクセル開度も０となっているため
、自車両Ｍは時間Ｔｆにおいて停止していることになる。また、図７の例では、時間Ｔｆ
で接触可能性は０になっている。
【００６６】
　また、図８の例では、制動力制御部１７２により自動ブレーキ制御が実行されている状
態で、時間Ｔｇにおいて、運転者状態認識部１６０により運転者が焦り状態であると判定
された場合を示している。この場合、運転者が意図しない自動ブレーキ制御により焦り状
態となったと推定されるため、時間Ｔ４において、アクセル開度が閾値以上となった場合
に、中止制御部１７４は、制動力制御部１７２により自動ブレーキ制御を中止させ、時間
Ｔｈでブレーキ圧を０にする。なお、図８の例では、時間Ｔｈにおいて、運転者状態認識
部１６０により運転者が焦り状態ではないと認識されている。
【００６７】
　このように、第５の制御パターンによれば、運転者が焦り状態となるタイミングが、自
動ブレーキ制御の開始よりも前か後かに基づいて、より適切な運転制御を実行することが
できる。
【００６８】
　［処理フロー］
　図９は、実施形態の運転制御装置１００により実行される処理の流れを示すフローチャ
ートである。本フローチャートの処理は、例えば、所定の周期或いは所定のタイミングで
繰り返し実行されてよい。まず、運転者状態認識部１６０は、運転者の表情または生体情
報に基づいて運転者の状態を認識し（ステップＳ１００）、認識された運転者の状態が焦
り状態であるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。焦り状態であると判定された場合
、運転者状態認識部１６０は、予め設定された運転者の焦り状態を示すフラグに１をセッ
トする（ステップＳ１０４）。また、焦り状態でないと判定された場合、運転者状態認識
部１６０は、フラグに０をセットする（ステップＳ１０６）。
【００６９】
　次に、接触可能性判定部１５０は、自車両Ｍと障害物とが接触する可能性があるか否か
を判定する（ステップＳ１０８）。自車両Ｍと障害物とが接触する可能性があると判定さ
れた場合、中止制御部１７４は、制動力制御部１７２による自動ブレーキ制御が実行中で
あるか否かを判定する（ステップＳ１１０）。自動ブレーキ制御が実行中であると判定さ
れた場合、走行制御部１４０は、運転者のアクセル操作によるアクセル開度が閾値以上で
あるか否かを判定する（ステップＳ１１２）。アクセル開度が閾値以上である場合、中止
制御部１７４は、フラグが１であるか否かを判定する（ステップＳ１１４）。フラグが１
である場合、中止制御部１７４は、自動ブレーキ制御を中止しない（ステップＳ１１６）
。また、フラグが１でない場合、中止制御部１７４は、制動力制御部１７２により実行中
の自動ブレーキ制御を中止させる（ステップＳ１１８）。
【００７０】
　また、ステップＳ１１０の処理において、自動ブレーキ制御が実行中でない場合、走行
制御部１４０は、運転者のアクセル操作によるアクセル開度が閾値以上であるか否かを判
定する（ステップＳ１２０）。アクセル開度が閾値以上であると判定された場合、制動力
制御部１７２は、フラグが１であるか否かを判定する（ステップＳ１２２）。フラグが１
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であると判定された場合、または、ステップＳ１２０において、アクセル開度が閾値以上
でないと判定された場合、制動力制御部１７２は、自動ブレーキ制御を開始する（ステッ
プＳ１２４）。これにより、本フローチャートの処理は、終了する。また、ステップＳ１
０８の処理において接触可能性がないと判定された場合、ステップＳ１１２の処理におい
てアクセル開度が閾値以上でないと判定された場合、または、ステップＳ１２２の処理に
おいてフラグに１がセットされていない場合、本フローチャートの処理は、終了する。
【００７１】
　図１０は、運転者が焦り状態となったタイミングに基づく自動ブレーキ制御処理の流れ
を示すフローチャートである。図１０に示すフローチャートは、図９に示すフローチャー
トと比較して、ステップＳ１１４とステップＳ１１６との間に、ステップＳ１１５の処理
を有する。したがって、以下では、主にステップＳ１１５の処理について説明する。
【００７２】
　ステップＳ１１４の処理において、フラグが１である場合、中止制御部１７４は、運転
者が焦り状態となったのは自動ブレーキ制御の開始よりも前か否かを判定する（ステップ
Ｓ１１５）。自動ブレーキ制御の開始よりも前であると判定された場合、中止制御部１７
４は、実行中の自動ブレーキ制御を中止しない（ステップＳ１１６）。また、自動ブレー
キ制御の開始よりも前ではないと判定された場合、中止制御部１７４は、制動力制御部１
７２により実行中の自動ブレーキ制御を中止させる（ステップＳ１１８）。
【００７３】
　上述した実施形態によれば、運転制御装置１００は、周辺状況と運転者の運転操作とに
基づいて、より適切な運転制御を実行することができる。具体的には、本実施形態によれ
ば、運転者のアクセル操作だけでなく、運転者の状態も利用することで、衝突被害軽減ブ
レーキや誤発進抑制ブレーキ等の自動ブレーキ制御の開始や中止を、より適切なタイミン
グで制御することができる。
【００７４】
　また、本実施形態によれば、運転者の焦り状態を認識することで、自車両Ｍが障害物に
接触する可能性が拡大していることを推定して、運転支援の実行および中止を、より適切
に制御することができる。
【００７５】
　［他の実施形態］
　上述した運転制御は、例えば、自動運転車両にも適用することができる。自動運転とは
、例えば、自車両Ｍに乗車した乗員による運転操作に依らずに、自車両Ｍの操舵または加
減速のうち一方または双方を制御して自車両Ｍを運転させることである。また、自動運転
車両は、乗員の運転操作子８０の操作による手動運転も可能であり、例えば自動運転の実
行時に、乗員が運転操作子８０に所定の操作を行うことで、自動運転から手動運転に切り
替えることができる。
【００７６】
　このような場合において、運転者状態認識部１６０は、例えば、接触可能性判定部１５
０により自車両Ｍと障害物とが接触する場合があると判定された場合であって、操作検出
部１３０により運転操作子８０に所定の操作が行われたことが検出された場合に、その運
転操作を行った運転者の状態を認識し、乗員の状態が焦り状態であると判定した場合に、
自動運転から手動運転への切り替えを行わないように制御する。これにより、自動運転車
両においても、周辺状況と運転者の状態とに基づいて、より適切な運転制御を実行するこ
とができる。
【００７７】
　［ハードウェア構成］
　図１１は、実施形態の運転制御装置１００のハードウェア構成の一例を示す図である。
図示するように、運転制御装置１００は、通信コントローラ１００－１、ＣＰＵ１００－
２、ワーキングメモリとして使用されるＲＡＭ１００－３、ブートプログラム等を格納す
るＲＯＭ１００－４、フラッシュメモリやＨＤＤ等の記憶装置１００－５、ドライブ装置
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１００－６等が、内部バスあるいは専用通信線によって相互に接続された構成となってい
る。通信コントローラ１００－１は、運転制御装置１００以外の構成要素との通信を行う
。記憶装置１００－５には、ＣＰＵ１００－２が実行するプログラム１００－５ａが格納
されている。このプログラムは、ＤＭＡ（Direct Memory Access）コントローラ（不図示
）等によってＲＡＭ１００－３に展開されて、ＣＰＵ１００－２によって実行される。こ
れによって、運転制御装置１００の外界認識部１１０、自車位置認識部１２０、操作検出
部１３０、走行制御部１４０と、接触可能性判定部１５０、運転者状態認識部１６０、運
転支援制御部１７０、および記憶部１８０のうち、一部または全部が実現される。
【００７８】
　上記説明した実施形態は、以下のように表現することができる。
　プログラムを記憶した記憶装置と、
　ハードウェアプロセッサと、を備え、
　前記ハードウェアプロセッサは、前記記憶装置に記憶されたプログラムを実行すること
により、
　車両周辺の障害物を認識し、
　前記車両の運転者の状態を認識し、
　前記車両が走行するための駆動力を出力可能な駆動力出力装置への駆動操作を受け付け
る操作子に対する前記運転者の操作を検出し、
　認識された前記障害物と前記車両との関係が所定の条件を満たす場合に、前記車両への
制動力を出力可能なブレーキ装置を作動させて前記制動力を出力させる自動ブレーキ制御
を行い、
　前記自動ブレーキ制御が開始される所定時間前から開始されるまでの間において、前記
操作子による所定以上の駆動操作が検出された場合に、前記自動ブレーキ制御を中止させ
、更に前記運転者の状態が所定の状態であると認識された場合に、前記自動ブレーキ制御
の中止を行わない、
　ように構成されている、車両制御装置。
【００７９】
　以上、本発明を実施するための形態について実施形態を用いて説明したが、本発明はこ
うした実施形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内におい
て種々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１…車両システム、１０…カメラ、１２…レーダ装置、１４…ファインダ、１６…物体
認識装置、２０…通信装置、３０…ＨＭＩ、４０…車両センサ、５０…車室内カメラ、６
０…生体情報検出センサ、８０…運転操作子、８２…アクセルペダル、８４…ブレーキペ
ダル、８６…ステアリングホイール、１００…運転制御装置、１１０…外界認識部、１２
０…自車位置認識部、１３０…操作検出部、１４０…走行制御部、１５０…接触可能性判
定部、１６０…運転者状態認識部、１７０…運転支援制御部、１７２…制動力制御部、１
７４…中止制御部、１８０…記憶部、２００…走行駆動力出力装置、２１０…ブレーキ装
置、２２０…ステアリング装置、Ｍ…自車両
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